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※　お使いのパソコン等の環境などにより、国税庁ホームページを利用して申告書等の作成をすることができない場合があります。
※　このページから９ページに掲載の国税庁ホームページの画面は、ご利用になる際の画面と異なる場合があります。

分野別メニュー

税について調べる

申告手続 納税手続 関連サイト

利用者別情報

確定申告書等作成コーナー

　税務署への提出方法の選択などの画面に順次進みますので、画面の案内に沿って操作し、
 作成する申告書等の選択 画面へ進みます。

　「作成開始」をクリックします。

ご利用ガイド
　「ご利用ガイド」では、【作成の流れ】、【入
力例】、【ご利用になれない方】などを確認
できます。

【入力例】
　この冊子の【事例２】から【事例４】な
どについて国税庁ホームページを利用して
申告書等を作成する場合の具体的な入力例
を掲載しています。

【ご利用になれない方】
　土地建物等の譲渡所得がある方で、譲渡
契約件数が４件以上ある場合、保証債務の
特例（所法 64 条２項）の適用を受ける場合
など、国税庁ホームページを利用して申告
書等を作成することができない方について
掲載しています。

　詳しくは、「ご利用ガイド」でご確認くだ
さい。

◇◇◇　国税庁ホームページを利用した申告書等の作成はこちらから　◇◇◇
国税庁ホームページトップ

次ページの❶へ

　国税庁ホームページトップの「分野別メニュー」 ＞ 「申告手続」の「確定
申告書等作成コーナー」をクリックします。

○　この冊子は、「令和 5年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」（国税庁ホームページ【https://
www.nta.go.jp】からダウンロードできます。）と併せてご覧ください。
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